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​学校職員に対する懲戒処分について​

​　2026年1月20日付けで、下記のとおり学校職員に対して懲戒処分を行いましたので、お​

​知らせします。​

​1​ ​被処分者​ ​札幌市立中学校　教諭　男性　50歳代​

​処分内容​ ​減給3月​

​事案概要​

​・　​​生徒に対する体罰​

​　　被処分者は、被害生徒の顔の左頬付近から胸元にかけてと背中​

​に、被害生徒の履いていた外靴の裏を複数回擦りつけた。​

​　​


